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和解による損害賠償請求訴訟の解決に関するお知らせ

丸紅ユティリティ・サービス株式会社より提訴されていた損害賠償請求訴訟について、下記のとお

り、平成 29年 5月 30日付で和解が成立いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．訴訟の提起から和解に至るまでの経緯

当社は、丸紅ユティリティ・サービス株式会社より、仕入代金 107,625 千円の支払い及び支払遅延に

よる規定損害金の支払い請求訴訟を、平成 24年 8月 17日に東京地方裁判所において提訴されました。

これまで当社は、法廷の場で対応してまいりましたが、複雑な案件で係争が長期化している中、裁判所

より和解勧告案が提示されたことから、これまでの経緯及び今後の影響等を総合的に勘案し、以下和解

の内容を受け入れることに決定いたしました。

２．和解の相手方

（１） 名称 丸紅ユティリティ・サービス株式会社

（２） 所在地 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル 2F

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 浅見 加津明

３．和解の内容

当社は、丸紅ユティリティ・サービス株式会社に対して、本件和解金として 80,000 千円を支払うとい

う内容であります。

４．今後の見通し

本件につきまして、平成 29 年 3月期決算にて、訴訟損失引当金繰入額として 80,000 千円を計上した

ため、平成 30年 3月期の業績予想の修正はございません。

以上


